
一

環
境
の
保
全
の
た
め
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

題
名
の
改
正

法
律
の
題
名
を
、
「
環
境
教
育
等
に
よ
る
環
境
保
全
の
取
組
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。
（
題
名
関
係
）

第
二

目
的
規
定
及
び
責
務
規
定
の
改
正

目
的
規
定
及
び
責
務
規
定
に
お
い
て
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
を
効
果
的
に
進
め
る

上
で
協
働
取
組
の
推
進
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

第
三

定
義
の
追
加
等

一

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
環
境
保
全
活
動
」
と
は
、
地
球
環
境
保
全
、
公
害
の
防
止
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
等
の
自
然

環
境
の
保
護
及
び
整
備
、
循
環
型
社
会
の
形
成
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
（
良
好
な
環
境
の
創
出
を
含
む
。
）
を
主
た
る
目

的
と
し
て
自
発
的
に
行
わ
れ
る
活
動
を
い
う
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

二

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
環
境
教
育
」
と
は
、
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
を
目
指
し
て
、
家
庭
、
学
校
、
職
場
、
地
域
そ

の
他
の
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
、
環
境
と
社
会
、
経
済
及
び
文
化
と
の
つ
な
が
り
そ
の
他
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
る
た
め
に
行
わ
れ
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
を
い
う
こ
と
。

（
第
二
条
第
三
項
関
係
）



二

三

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
協
働
取
組
」
と
は
、
国
民
、
民
間
団
体
等
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
適
切
に
役
割

を
分
担
し
つ
つ
対
等
の
立
場
に
お
い
て
相
互
に
協
力
し
て
行
う
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
、
環
境
教
育

そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
取
組
を
い
う
こ
と
。

（
第
二
条
第
四
項
関
係
）

第
四

基
本
理
念
の
改
正

基
本
理
念
に
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
に
つ
い
て
、
地
球
規
模
の
視
点
に
立
っ
て
環

境
の
保
全
と
経
済
及
び
社
会
の
発
展
を
統
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
踏
ま
え
る
こ
と
並
び
に
生
命
を
尊
び
、
自
然

を
大
切
に
し
、
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
態
度
が
養
わ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
等
を
明
記
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

第
五

基
本
方
針
に
お
い
て
定
め
る
事
項
の
改
正

一

基
本
方
針
に
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
並
び
に
協
働
取
組
の
推
進
に
関
す
る
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

二

基
本
方
針
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
並
び
に
協
働
取
組

の
推
進
に
関
す
る
国
際
的
な
連
携
の
確
保
並
び
に
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
に
資
す
る
経
済
的
、
社
会
的
な
取
組
の
促
進



三

に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
第
七
条
第
三
項
関
係
）

第
六

都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
行
動
計
画

一

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
基
本
方
針
を
勘
案
し
て
、
そ
の
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に

応
じ
た
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
並
び
に
協
働
取
組
の
推
進
に
関
す
る
行
動
計
画
を
作

成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
一
項
関
係
）

二

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
行
動
計
画
の
作
成
に
関
す
る
協
議
及
び
行
動
計
画
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
た
め

の
環
境
教
育
等
推
進
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
二
関
係
）

三

学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の
関
係
者
、
国
民
、
民
間
団
体
等
、
学
識
経
験
者
等
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
て
、

行
動
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
当
該
提
案
に
基

づ
き
行
動
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
三
関
係
）

第
七

学
校
教
育
等
に
お
け
る
環
境
教
育
に
係
る
支
援
等
に
係
る
規
定
の
改
正

一

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
国
民
が
、
幼
児
期
か
ら
そ
の
発
達
段
階
に
応
じ
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
環
境
の



四

保
全
に
つ
い
て
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
お
け
る
環
境
教
育
の
推
進

に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
一
項
関
係
）

二

国
は
、
環
境
と
人
と
の
関
わ
り
が
総
合
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
、
学
校
教
育
に
お
い
て
各
教
科
そ
の
他
の
教
育
活
動
を

通
じ
て
発
達
段
階
に
応
じ
た
体
系
的
な
環
境
教
育
を
行
う
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る
体
験
学
習
等

の
学
校
教
育
に
お
け
る
環
境
教
育
の
充
実
の
た
め
の
措
置
、
教
育
職
員
の
研
修
の
内
容
の
充
実
そ
の
他
の
環
境
教
育
に
係

る
教
育
職
員
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
措
置
、
参
考
と
な
る
資
料
等
の
情
報
の
提
供
、
教
材
の
開
発
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
二
項
関
係
）

三

国
は
、
環
境
教
育
の
教
材
と
し
て
活
用
す
る
と
と
も
に
、
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
す
る
た
め
、
校
舎
、
運
動
場
等
の
学

校
施
設
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
の
際
に
適
切
な
配
慮
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
当
該
施
設
を
活
用
し
、
教
育
を
通
じ
た
環

境
保
全
活
動
を
促
進
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
三
項
関
係
）

四

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
二
及
び
三
の
国
の
施
策
に
準
じ
て
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
お
け
る
環
境
教
育
の
促

進
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
四
項
関
係
）

第
八

職
場
に
お
け
る
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
に
係
る
規
定
の
改
正



五

民
間
団
体
、
事
業
者
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、

職
場
に
お
い
て
学
生
の
就
業
体
験
そ
の
他
の
必
要
な
体
験
の
機
会
の
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
三
項
関
係
）

第
九

環
境
教
育
等
支
援
団
体
の
指
定
等

主
務
大
臣
は
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
若
し
く
は
環
境
教
育
又
は
協
働
取
組
を
行
う
国
民
、
民
間
団

体
等
を
支
援
す
る
た
め
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
民
間
の
団
体
で
あ
っ
て
、
一
定
の
基
準

に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
環
境
教
育
等
支
援
団
体
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
、
そ
の
指
定
等
に
係
る
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
十
条
の
二
関
係
）

第
十

人
材
認
定
等
事
業
の
登
録
対
象
範
囲
の
追
加

人
材
認
定
等
事
業
の
登
録
対
象
範
囲
に
、
協
働
取
組
の
促
進
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
者
を
育
成
し
、
又
は
認
定
す
る
事

業
並
び
に
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
又
は
環
境
教
育
に
関
す
る
教
材
を
開
発
し
、
及
び
提
供
す
る
事
業
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
第
一
項
関
係
）

第
十
一

体
験
の
機
会
の
場
の
認
定
等



六

土
地
又
は
建
物
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
（
国
民
、
民
間
団
体
等
に
限
る
。
）
は
、

当
該
土
地
又
は
建
物
を
自
然
体
験
活
動
の
場
そ
の
他
の
多
数
の
者
を
対
象
と
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
保
全
の
意
欲
の
増

進
に
係
る
体
験
の
機
会
の
場
と
し
て
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
体
験
の
機
会
の
場
で
行
う
事
業
の
内
容
等
が
一
定
の
要
件

に
適
合
し
て
い
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
土
地
又
は
建
物
が
二
以
上
の
都
府
県
に
わ
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
務
大

臣
）
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
認
定
等
に
係
る
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
条
の
十
ま
で
関
係
）

第
十
二

政
策
形
成
へ
の
民
意
の
反
映
等

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
並
び
に
協
働
取
組
に
関
す
る
政

策
形
成
に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
政
策
形
成
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
国
民
、
民
間
団
体
等

そ
の
他
の
多
様
な
主
体
の
意
見
を
求
め
、
こ
れ
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
政
策
形
成
を
行
う
仕
組
み
の
整
備
及
び
活
用
を
図
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
関
係
）

第
十
三

民
間
団
体
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
へ
の
参
入
の
機
会
の
増
大
等

一

国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
は
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
民
間
団
体
が
そ
の
専



七

門
的
な
知
見
又
は
地
域
の
特
性
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
分
野
に
お
い
て
、
当
該
民
間
団
体
の
参
入
の
機
会
の
増
大
を
図

る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
経
済
性
に
留
意
し
つ
つ
価
格
以
外
の
多
様
な
要
素
を
も
考
慮
し
て
、
協
働
取
組
に
よ
る
当
該

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
効
果
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
契
約
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

二

地
方
公
共
団
体
は
、
一
の
施
策
に
準
じ
て
、
民
間
団
体
の
参
入
の
機
会
の
増
大
及
び
協
働
取
組
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
実
施
の
効
果
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
契
約
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
関
係
）

第
十
四

環
境
保
全
に
係
る
協
定
の
締
結
等

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
、
民
間
団
体
等
は
、
協
働
取
組
を
推
進
す
る
た
め
の
役
割
分
担
を
定
め
た
協
定
の
締

結
並
び
に
当
該
協
定
の
作
成
に
関
す
る
協
議
及
び
当
該
協
定
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
の
協
議
会
の
設
置
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
関
係
）

二

国
は
、
協
定
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
協
定
の
内
容
等
を

公
表
す
る
と
と
も
に
、
国
及
び
国
民
、
民
間
団
体
等
は
、
当
該
協
定
に
定
め
る
事
項
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）



八

三

地
方
公
共
団
体
は
、
協
定
の
締
結
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
国
の
措
置
に
準
じ
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
四
第
四
項
関
係
）

第
十
五

国
民
、
民
間
団
体
等
に
よ
る
協
定
の
届
出
等

国
民
、
民
間
団
体
等
が
協
働
取
組
の
推
進
に
関
し
協
定
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
当
該
国
民
、
民
間
団
体
等
は
、
都
道
府

県
知
事
（
当
該
取
組
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
務
大
臣
）
に
対
し
、
当
該
協
定
を
届
け
出
る

こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
協
定
の
内
容
が
、
環
境
の
保
全
上
の
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
法
令
に
違
反
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
協
定
の
内
容

等
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
届
出
等
に
係
る
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
五
関
係
）

第
十
六

経
済
的
価
値
が
付
与
さ
れ
る
仕
組
み
を
通
じ
た
国
民
の
環
境
の
保
全
に
配
慮
す
る
行
動
の
促
進

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
の
環
境
の
保
全
に
配
慮
す
る
行
動
に
対
し
て
経
済
的
価
値
が
付
与
さ
れ
る
仕
組
み
の
普

及
を
通
じ
て
、
当
該
行
動
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

第
十
七

財
政
上
の
措
置
等
の
対
象
の
明
記



九

財
政
上
又
は
税
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
対
象
と
し
て
、
認
定
体
験
の
機
会
の
場
の
提
供
、
環
境
の
保
全
に

資
す
る
活
動
の
事
業
化
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る
人
材
の
育
成
を
明
記
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
関
係
）

第
十
八

優
れ
た
環
境
教
育
等
の
取
組
に
対
す
る
表
彰

主
務
大
臣
は
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
若
し
く
は
環
境
教
育
又
は
協
働
取
組
を
行
う
国
民
、
民
間
団

体
等
で
、
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
に
関
し
特
に
顕
著
な
功
績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
表
彰
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
関
係
）

第
十
九

環
境
教
育
等
推
進
会
議

一

政
府
は
、
環
境
省
、
文
部
科
学
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
職
員
を

も
っ
て
構
成
す
る
環
境
教
育
等
推
進
会
議
を
設
け
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
並
び
に

協
働
取
組
の
総
合
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
関
係
）

二

環
境
教
育
等
推
進
会
議
に
、
環
境
保
全
活
動
、
環
境
保
全
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
並
び
に
協
働
取
組
の
推
進
に

関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
っ
て
構
成
す
る
環
境
教
育
等
推
進
専
門
家
会
議
を
置
き
、
環
境
教
育
等
推
進
専
門
家



一
〇

会
議
は
、
環
境
教
育
等
推
進
会
議
に
必
要
な
進
言
を
行
う
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

第
二
十

そ
の
他

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
環
境
教
育
等
に
よ
る
環
境
保
全
の

取
組
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
）

三

学
校
教
育
に
お
け
る
環
境
教
育
に
つ
い
て
は
、
新
法
の
目
的
を
踏
ま
え
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
お
け
る
学
校
教
育
に

お
け
る
環
境
教
育
の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
教
育
職
員
を
志
望
す
る
者
の
育
成
の
在
り
方
を
含
め
、
環
境
教
育
の
充
実

の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
第
二
項
関
係
）

四

登
録
免
許
税
法
の
一
部
を
改
正
し
、
環
境
の
保
全
に
係
る
人
材
認
定
等
事
業
の
登
録
又
は
体
験
の
機
会
の
場
の
認
定
の

登
録
免
許
税
は
、
一
件
に
つ
き
一
万
五
千
円
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


